
議案第�  25号|
石川県教育委員会事務局等処務規程及び石川県立学

校処務規程の一部改正について� 

1 	 提案理由

育児休業制度の改正に伴い、関係規程を整備する必要があるため� 

2 	 根拠法令 


地方教育行政の組織及び運営に関する法律第� 14条
 

3 	 改正案� 

2~5 頁のとおり 

4 	 施行年月日 


平成� 22年� 6月� 30日
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石川県教育委員会訓令第  5号

中 般

先 機 関

学 校 以 外 の 教 育 機関

石川県教育委員会事務局等処務規程(昭和  4 1年石川県教育委員会訓令第  

2号)の一部を次のように改正する。

平 成  22年 6月 日

石 川県教育委員会

第 7 0条の  2第 2項中「掠川味線困恥 J を「紙川端 J に改め、同条第  3項

第 4号を削る。

第 7 0条の  2の 2第 2項中「棋+1端焼同  nlt>Jを「線十  l保 Jに改める。

附則 


この司I[令は、平成  2 2年 6月 3 0 日から施行する。 
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石川県教育委員会訓令第�  6号
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石 川 県 立学校処務規程(昭和 4 1年石川県教育委員会訓令第�  6号)の一部

を次のように改正する。

平 成 2 2年 6月 日

石 川 県 教 育 委 員会

第� 32条 の�  3第� 2項中「線 111~* ~眼目 a)0 J を「紙 111 ぜ~J に改め、同条第 3 項

第 4号を削る O

第� 3 2条 の�  3の 2第� 2項中「燃十|城聡同中」を「思+1噺」に改める。

附則 


この訓令は、平成�  2 2年� 6月� 3 0 日から施行する。 
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